
協定項目第２８－２号協議第６０号

広報広聴事業の取扱い(その２)について

広報広聴事業取扱い(その２)について、次のとおり提出する。

平成１６年４月８日提出

大野郡５町２村合併協議会

会 長 芦 刈 幸 雄

広報広聴事業の取扱い(その２)について

情報通信関係事業の取扱いについて

(１) ホームページについては、合併時に統一し、新市において開設する。

(２) オフトーク、ケーブルテレビについては、新市に引き継ぐ。ただし、事

業及び内容については、新市において調整する。

(３) 電光掲示板については、新市に引き継ぐ。

平成１６年７月２２日確認 大野郡５町２村合併協議会


